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資料-２

２．今後のスケジュールについて
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２．今後のスケジュールについて 平成31年度

②遊々かわフェスタ２０１９開催（11月予定）

①かわまちづくり計画【華城・玉祖地区】



①かわまちづくり計画【華城・玉祖地区】玉祖地区 彼岸花植栽
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玉祖神社

二六台

④佐波川大崎橋付近右岸（玉祖地区）
(1)河川管理用通路（坂路を含む）整備（国）

(2)河道整正（国）
(3)河川管理用通路（階段）整備（国）

(4)通路照明改良（市）
(5)植栽（市）
(6)トイレ整備（市）

(7)案内板設置（市）

(5)植栽（市）

２．今後のスケジュールについて 平成31年度
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植栽予定地

植栽予定地

上流から下流を望む

植栽箇所

下流から上流を望む

植栽箇所

写真①

写真② 写真④球根採取予定場所(案)
(本橋周辺)

写真③付近の植生状況(玉祖地区)

２．今後のスケジュールについて 平成31年度

①かわまちづくり計画【華城・玉祖地区】玉祖地区 彼岸花植栽



２．今後のスケジュールについて 平成31年度
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①かわまちづくり計画【華城・玉祖地区】玉祖地区（国）
河川管理用通路、河道整正

写真①

写真 

２．今後のスケジュールについて 平成31年度

①かわまちづくり計画【華城・玉祖地区】玉祖地区（国）
河川管理用通路、河道整正

【Ａfter】【Before】

右岸高水敷に管理用通路を整備し周遊性を確保します

河川管理用通路の整備イメージ河川管理用通路予定地

河道整正予定地 【Ａfter】【Before】

写真①

写真 

河道の樹木がなくなり、対岸の
見通しがよくなります

河道整正のイメージ
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２．今後のスケジュールについて 平成31年度
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①かわまちづくり計画【華城・玉祖地区】華城地区（国）
河川管理用通路（階段）、河道整正、高水敷整正

写真①

写真 

２．今後のスケジュールについて 平成31年度

①かわまちづくり計画【華城・玉祖地区】華城地区（国）
河川管理用通路（階段）、河道整正、高水敷整正

【Ａfter】【Before】 河川管理用通路（階段）の整備イメージ河川管理用通路（階段）予定地

河道整正予定地 河道整正のイメージ 【Ａfter】【Before】

写真①

写真 

河道の樹木がなくなり、対岸の
見通しがよくなります 8



２．今後のスケジュールについて 平成31年度
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①かわまちづくり計画【古祖原地区】（国）親水護岸整備

写真①

２．今後のスケジュールについて 平成31年度

①かわまちづくり計画【古祖原地区】（国）親水護岸整備

親水護岸予定地 親水護岸の整備イメージ 【Ａfter】【Before】

写真①
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②『遊々かわフェスタ２０１９』イベント開催（予定）
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目 的
佐波川の豊かな自然に触れる水辺の遊びで親水性の向上を図るとともに萩往還の一部であった舟
橋の歴史を通じて佐波川の増水等による災害発生時の危険性を提唱するなど、郷土への愛着と防災
に対する意識の醸成を目的とする。
また、国土交通省と連携し、さまざまな河川敷の活用方法や賑わいなど佐波川のもつポテンシャ
ルを発信することで民間事業者の参入などさらなる利用者層の新規開拓を目指す。

方 針（案）
今年度は、イベントの開催・運営に精通し、実績のある団体に委託する予定

将来的には、収益などでメリットが得られる参加者らに運営の主体を徐々に委任していくこと
を想定している。 →費用は各団体で捻出する。

実施企画（案）

①舟橋の再現
②こいのぼり流し
③河川敷バーベキュー

メイン

サブ
④青空ヨガ
⑤青空ミュージック
⑥その他（参加したい団体は実施可能、設営や費用は各自負担）

２．今後のスケジュールについて 平成30年11月(予定) 

民間事業者参入に向けた社会実験の実施について

３．その他
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河川空間の活用で街ににぎわいを 

○ 都市及び地域の再生のため、河川敷地を賑わいのある水辺空間と
して積極的に活用することを目的に、河川敷地の占用に関する規制
緩和を行い、河川空間のオープン化が進められています。

(河川空間のオープン化 都市及び地域の再生のための河川敷地の占用に関する規制緩和 )

河川の占用許可とは？

○ 河川区域内は原則一般の方が自由に利用できるものですが、排他
的・独占的に利用（占用）する場合には河川法の許可が必要です。



民間事業者参入に向けた社会実験の実施について
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河川空間のオープン化に向けての背景

○ 従来、河川敷地の占用は公的主体（地方公共団体・公益事業者
等）が、公共性・公益性のある施設（公園、運動施設、橋梁、送
電線等）を設置する場合に限られていました。
→河川敷地内は原則、民間事業者等は利用できなかった。

○ 河川敷地を賑わいのある水辺空間として積極的に活用したいとい
う要望を受け、平成１６年より民間事業者による河川敷地の利用を
可能とする特別措置を一部区域において社会実験を実施してきまし
た。

○ 社会実験の結果及び行政財産の商業利用の促進の観点から、平成
２３年度より全国で民間事業者による河川敷の利用が可能となりまし
た。 →規制緩和（河川法）を背景に公共空間の民間開放が進んでい

る。

ただし、占用許可の前提として、公平性・公益性という観点から
「地域の合意」が必要となる。

３．その他

民間事業者参入に向けた社会実験の実施について
事例紹介（社会実験）〈広島県広島市、山口県長門市〉【参考】

京橋川オープンカフェ（広島市） 温泉街にて川床テラス（長門市）
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３．その他



民間事業者参入に向けた社会実験の実施について
事例紹介（天竜川社会実験）〈天竜川（静岡県浜松市）〉【参考】
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３．その他


